
山形市情報公開・個人情報保護審査会 
委嘱状交付式及び会議 次第 

 

日時：令和４年８月８日（月) 

午前１０時４５分から 

会場：山形市役所１０階 委員会開催室 

 委嘱状交付式 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長あいさつ 

４ 閉会 

 会議 

１ 開会 

２ 部長あいさつ 

３ 議題 

（１）会長の選出及び会長職務代理者の指名 

（２）個人情報保護法の改正による情報公開制度への影響について（報告） 

（３）令和３年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況について（報告） 

（４）その他 

４ 閉会 



山形市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿 
 

              任期：令和４年７月１日から令和６年６月３０日まで 

職  名 氏   名 職業・主な役職等 

委  員 井上 弓子 
・山形商工会議所常議員 

・高島電機㈱代表取締役会長兼社長 

委  員   粕谷 真生 ・弁護士 

委  員 今野 健一 ・山形大学人文社会科学部教授 

委  員 坂本 弘子 ・山形家庭裁判所家事調停委員 

委  員 諸橋 哲郎 ・弁護士 

※ 五十音順、敬称略 

 

（事務局） 

 

 

氏  名 職  名 

山口 範夫 市民生活部長 

佐々木 和彦 市民相談課長 

鈴木 千恵 市民相談課市民相談係長 

有路 嶺 市民相談課市民相談係主任 



1 
 

個人情報保護制度の見直しの考え方 

１ 法改正の概要 
今までの個人情報保護制度は、民間事業者を対象とする個人情報保護法、国の行政機関を対象

とする行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等を対象とする独立行政

法人等個人情報の保護に関する法律３本の法律に加え、各地方公共団体においては、それぞれの

個人情報保護条例により運用してきた。 
令和３年５月１９日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公

布されたことにより、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護

法の３法が改正法に統合されるとともに、地方公共団体についても改正法の規定が直接適用され

ることとなった。 

よって、各地方公共団体が定めていた個人情報保護条例について改廃が必要となることから、

情報公開制度についても同条例との整合性を図ることを要する。 

 

 

２ 改正法の施行期日と条例改正について 
・束ね法案である「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和

３年５月１９日公布。同法により個人情報保護法が改正。 

・個人情報保護３法の一元化については、令和４年４月１日に施行済み。 

・地方公共団体の個人情報保護制度の法制化は、令和５年４月 1日に施行。この施行に合わ

せて、現在の山形市個人情報保護条例は改廃が必要。 

所管 

法令等 

対象 

個人情報 

保護委員会 
総務省 各地方公共団体 

行政機関 

個人情報保護法 
個人情報保護法 個人情報保護条例 

独立行政法人等 

個人情報保護法 

国の 

行政機関 
民間事業者 地方公共団体等 独立行政法人等 

現行の法令等の適用関係 

所管 

法令等 

対象 

個人情報保護委員会 

新 個人情報保護法（適用する部分は対象により異なる） 

国の 

行政機関 
民間事業者 

各地方公共団体

等 
独立行政法人等 

見直し後 
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情報公開制度への影響 

１ 情報公開・個人情報保護審査会の設置等の規定の見直し（情報公開条例第２１～２５条、

第２７条） 
現在、情報公開条例第１８条で「行政文書公開決定等に係る又は公開請求に係る不作為について

審査請求があったとき」と「保有個人情報の開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請

求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったとき」には、同条例第

２１条により設置した市長の附属機関に位置付けられる山形市情報公開・個人情報保護審査会（同

一機関）に諮問する旨を規定している。 
改正個人情報保護法により、個人情報開示決定等に係る審査請求があったときの諮問先は、行政

不服審査法第８１条第１項または第２項により設置される市長の附属機関と位置付けられることに

なった。これにより、審査会の調査権限は行政不服審査法の適用を受けるため、情報公開条例で規

定する審査会の調査権限は内容が重複することとなり、当該部分等を見直す必要がある。 
また、行政文書公開決定等に係る審査請求の諮問先についても、個人情報開示決定等に係る審査

請求があったときの諮問先と同様に行政不服審査法第８１条第１項または第２項により設置される

市長の附属機関と位置付ける方向。 
審査請求の

区分 

個人情報 

開示決定等 

行政文書 

公開決定等 

諮問先の位

置づけ 

情報公開条例第２１条により設置した市長の附属機関 

（条例により設置される附属機関） 

調査権限の

規定 
情報公開条例 

 
審査請求の

区分 

個人情報 

開示決定等 

行政文書 

公開決定等 

諮問先の位

置づけ 

行政不服審査法第８１条第１項または第２項の規定により設置される市長の附属機関 

（法により設置される附属機関） 

調査権限の

規定 
行政不服審査法 

 
２ 非公開情報の見直し（情報公開条例第８条） 
①情報公開条例の非公開情報の一つである「個人情報」の例外として「公務員の氏名」をただ

し書きに規定しているが、改正法の非開示情報では例外として「公務員の氏名」を規定してい

ないため、整合性を図る方向。 

（削除しても公務員の氏名は「慣行として公にされている情報」として公開するため、運用上

は変更なし。） 

②「行政機関等匿名加工情報及び削除情報」を利用目的以外で提供できるのは「法令（条例は

含まない。）に基づく場合」に限定されており、情報公開条例に基づいて公開することはこの

趣旨に反するものであることから、非公開情報に「行政機関等匿名加工情報及び削除情報」を

新規で追加する方向。  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

   

  

  

   

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  



      

 

  
  

 

      

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



      

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  



      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

     

  

 

   

 

 

 

 

 



      

 

  
  

    
   

 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                 
      

             
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 



      

 

  

   
  

          

          

       

       

 

  

  

 

   

 

 
 

         

            

 
                     

  
  

                   

            

            

            

            

 



      

 

  

  
 

   
     

               
               

     
     

   

   

    

 

  

  

 

  

    



      

 

  
  

                            

                              

                                    

 

  
 

 
  

 
   
   
   
   

 

  
  

  
 

  

  
     

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                  



      

 

  
  

 

  

  
     

                  

                  

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                    

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                    

                  

                  

                  

                  



      

 

  
  

 

  

  
     

                  

                  

                    

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



       

 

  
  

 

  

  
     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                              

 



       

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



       

 

 

    

 

 

    

 



       

 

  
  

     

 
 
 
 
 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 



       

 

  

  
 

 
   

 
 

 
 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

  

  
 

             

            

            

            

            

            

 

  

  
 

   
     
     
     

    



       

 

  

 

 

  

 

 

  

 



       

 

  
  

 
 
 
 

  

     
     

     
     
     

    
     
     

     
     

    
    

     
    

    
    

    
    

    
     

     
          

 

  

 

 

  

 
































































